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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
サプリメント供給装置に通信可能に結合されるコンピュータで実行されるサプリメント配
合支援方法であって、
　通信の確立に応じて前記サプリメント供給装置で動的に決定されるサプリメント供給可
能情報を、前記サプリメント供給装置から受けるステップと、
　スケジュール情報の入力を受け、該スケジュール情報から複数の行動情報に変換するス
テップと、
　前記複数の行動情報に基づいて複数のサプリメント基準情報を決定するステップと、
　前記サプリメント供給可能情報およびユーザのユーザ情報に少なくとも基づいて前記複
数のサプリメント基準情報を調整することにより、前記サプリメント供給装置が配合すべ
きサプリメント情報を決定するステップと、
　前記決定されたサプリメント情報を含むサプリメント供給指示を前記サプリメント供給
装置に送るステップと
を含む、サプリメント配合支援方法。
【請求項２】
　請求項１記載のサプリメント配合支援方法において、
　前記行動情報が、前記スケジュール情報に応じて特定される個体行動部位と該個体行動
部位の行動強度とを少なくとも含み、
　前記行動情報に基づいて決定される前記サプリメント基準情報が、前記個体行動部位に
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応じたサプリメント種別と前記個体行動部位の行動強度に応じたサプリメント基準量とを
含む、サプリメント配合支援方法。
【請求項３】
　請求項１または２記載のサプリメント配合支援方法において、
　前記行動情報が、前記スケジュール情報に応じて特定される個体行動体勢と該個体行動
体勢の行動強度とを少なくとも含み、
　前記行動情報に基づいて決定される前記サプリメント基準情報が、前記個体行動体勢に
応じたサプリメント種別と前記個体行動体勢の行動強度に応じたサプリメント基準量とを
含む、サプリメント配合支援方法。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項記載のサプリメント配合支援方法において、
　前記行動情報が、前記スケジュール情報に応じて特定される個体行動内容と該個体行動
内容の行動強度とを少なくとも含み、
　前記行動情報に基づいて決定される前記サプリメント基準情報が、前記個体行動内容に
応じたサプリメント種別と前記個体行動内容の行動強度に応じたサプリメント基準量とを
含む、サプリメント配合支援方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項記載のサプリメント配合支援方法において、
　前記スケジュール情報が過去のスケジュール情報および未来のスケジュール情報の両方
を含み、
　前記行動情報が、前記過去のスケジュール情報に対応する行動情報と前記未来のスケジ
ュール情報に対応する行動情報とを含む、サプリメント配合支援方法。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項記載のサプリメント配合支援方法において、
　前記ユーザ情報が、前記ユーザの年齢および性別と一日の供給回数との内の少なくとも
一方または双方を含む、サプリメント配合支援方法。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項記載のサプリメント配合支援方法において、
　前記サプリメント供給可能情報が、前記サプリメント供給装置に搭載されたカートリッ
ジ内に収容された、供給可能サプリメントのサプリメント種別およびサプリメント残量を
含む、サプリメント配合支援方法。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項記載のサプリメント配合支援方法であって、
　前記ユーザの生体情報を受けるステップを更に含み、
　前記サプリメント情報を決定する前記ステップにおいて、前記サプリメント基準情報を
前記生体情報に基づいて更に調整することを含む、サプリメント配合支援方法。
【請求項９】
通信可能に結合されるサプリメント供給装置とユーザ装置を備えるサプリメント供給シス
テムであって、
　前記サプリメント供給装置が、
　　サプリメントを収容する複数のカートリッジを搭載したスロット部であって、通信の
確立に応じて、各前記カートリッジに関連づけられたＩＤに基づいて、前記収容されたサ
プリメントのサプリメント種別が特定可能である、スロット部と、
　　サプリメント供給指示に応じて、２以上の前記カートリッジ内のサプリメントを、指
示された供給量で抽出および配合し、外部に供給するサプリメント出力部とを備え、
　前記ユーザ装置が、
　　スケジュール情報の入力を受ける第１取得部と、
　　前記スロット部に搭載された各前記カートリッジに関連付けられるＩＤと前記収容さ
れたサプリメントのサプリメント残量とを、前記サプリメント供給装置から受ける第２取
得部と、
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　　前記スケジュール情報から変換される複数の行動情報に基づいて決定される複数のサ
プリメントのサプリメント基準量を、前記ＩＤに基づいて特定される前記サプリメント種
別および前記サプリメント残量と、ユーザのユーザ情報とに少なくとも基づいて調整して
、前記ＩＤに関連づけられるサプリメントの供給量として決定するサプリメント決定部と
、
　　前記ＩＤおよび前記サプリメントの供給量を、前記サプリメント供給指示と共に前記
サプリメント供給装置に命令する命令部とを備える、サプリメント供給システム。
【請求項１０】
　請求項９記載のサプリメント供給システムであって、前記ユーザの生体情報を取得する
センサ部を更に備え、
　前記ユーザ装置がセンサ部から前記生体情報を受け、
　前記ユーザ装置のサプリメント決定部において、前記サプリメント基準量を前記生体情
報に基づいて更に調整する、サプリメント供給システム。
【請求項１１】
　前記センサ部が前記ユーザ装置に具備される、請求項１０記載のサプリメント供給シス
テム。
【請求項１２】
　前記センサ部が前記サプリメント供給装置に具備される、請求項１０または１１記載の
サプリメント供給システム。
【請求項１３】
　前記センサ部が、前記ユーザが装着し、前記ユーザ装置と通信可能なウェアラブル装置
に具備される、請求項１０から１２のいずれか一項記載のサプリメント供給システム。
【請求項１４】
　前記ユーザ装置が備える機能が、前記サプリメント供給装置に具備される、請求項９か
ら１３のいずれか一項記載のサプリメント供給システム。
【請求項１５】
　前記ユーザ装置が、前記サプリメント供給装置と無線通信可能であり、前記ユーザによ
って持ち運び可能な移動体装置であるか、前記サプリメント供給装置の近傍に固定的に設
置される装置である、請求項９から１４のいずれか一項記載のサプリメント供給システム
。
【請求項１６】
　請求項９から１５のいずれか一項記載のサプリメント供給システムにおいて、前記サプ
リメント供給装置が更に、各前記カートリッジが具備するＩＣチップと通信して、前記各
カートリッジに関連づけられる前記ＩＤを読み取るリーダ部を備え、更に、
　該ＩＤに関連づけられる前記収容されたサプリメントの前記サプリメント残量が特定可
能である、サプリメント供給システム。
【請求項１７】
サプリメント供給装置であって、
　ユーザを特定する第１特定部と、
　前記ユーザの特定に応じて、当該サプリメント供給装置に搭載される複数のカートリッ
ジと連携して、サプリメント供給可能情報を特定する第２特定部と、
　入力されたスケジュール情報から複数の行動情報に変換する第１決定部と、
　前記複数の行動情報に基づいて複数のサプリメント基準情報を決定する第２決定部と、
　前記サプリメント供給可能情報およびユーザのユーザ情報に少なくとも基づいて前記サ
プリメント基準情報を調整してサプリメント情報とする第３決定部と、
　前記サプリメント情報に基づいて、前記カートリッジからサプリメントをそれぞれ抽出
して、配合を行う配合部と、
　前記配合されたサプリメントを外部に吐き出す吐出部と
を備える、サプリメント供給装置。
【請求項１８】
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　請求項１７記載のサプリメント供給装置であって、前記ユーザの生体情報を取得するセ
ンサ部を更に備え、
　前記第３決定部において、前記サプリメント基準情報が前記生体情報に基づいて更に調
整される、サプリメント供給装置。
【請求項１９】
　請求項１７または１８記載のサプリメント供給装置であって、前記配合部が、
　各前記カートリッジが具備するＩＣチップと通信して、前記サプリメント供給可能情報
を読み取るリーダ部を備え、
　前記サプリメント供給可能情報が、当該サプリメント供給装置が備えるスロット部に搭
載されたカートリッジ内に収容された、供給可能サプリメントのサプリメント種別および
サプリメント残量を含む、サプリメント供給装置。
【請求項２０】
　請求項１７から１９のいずれか一項記載のサプリメント供給装置であって、更に、
　前記ユーザの利用履歴を送信する送信部であって、前記配合されたサプリメントを外部
に吐き出した後、当該サプリメント供給装置が任意のユーザ装置を介してネットワークに
接続された際に、該ネットワークを通じて前記利用履歴を送信する送信部を備える、サプ
リメント供給装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各個体に適したサプリメント供給のためのサプリメント配合支援方法、サプ
リメント供給システム、およびサプリメント供給装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　昨今の健康ブームにより、健康状態管理を行うために栄養素（所謂「サプリメント」）
を日頃から摂取している者も多い。各個人は、薬局、コンビニエンスストアおよびインタ
ーネット等を通じてサプリメントを容易に入手可能であり、気軽に摂取することができる
。
【０００３】
　サプリメントを摂取する個人に対し、どのサプリメントをどのように摂取すべきかの推
奨を提案等する従来技術が知られる。特許文献１には、各個人の食事データや体内検査デ
ータ等に用いて、各個人に必要なサプリメントの調合データを出力、調合および分包して
配布する個別サプリメント調合システムが開示される（〔要約〕および〔図１〕を参照）
。また、特許文献２には、生体センサからの生体データやスケジュールデータを加味しつ
つ、各個体に適した配合を決定してサプリメントを出力する配合出力装置が開示される（
段落〔００１５〕乃至〔００１７〕および図２乃至図４を参照）。
【０００４】
　特許文献１の技術では、中央管理装置にデータを一元管理させるのに各個人のデータを
全て手入力する必要がある。また、特許文献２の技術は、各個体の配合ロジック、入出力
手段およびサプリメント収容手段等を全て格納・収容した一体型装置に関するものであり
、個体毎に個別の専用装置自体を所有させることが必要となる。
【０００５】
　昨今のサプリメント人気と相俟って、今後、サプリメント供給サービス事業者による、
より多様化・高度化したサプリメント供給サービスの提供が想定される。例えば、ウォー
ター・サーバのように、サプリメント・サーバを利用者宅に設置させ、利用者が好みに応
じたサプリメントのカートリッジを交換するだけで適切なサプリメントの供給を可能とす
るサービスが考えられる。これ以外にも、フィットネスジムのようなスポーツ施設におい
て、自動販売機で飲料を提供するのと同様に、サプリメント・サーバを通じて利用者に応
じた適切なサプリメントの提供を可能にするといったサービスも考えられる。このような
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サプリメント供給サービスでは、サプリメント・サーバは複数利用者で共有することを前
提とする。また、設置場所に応じて異なる種別のサプリメントがサプリメント・サーバに
収容され、それに応じたサプリメント配合および提供を行うことが必要になる。一方、サ
プリメントは、その種類が非常に多いため、サプリメント・サーバにどのカートリッジを
収容させるかはサプリメント・サーバを保守する者の任意選択となる。このように多様化
されるサプリメント供給サービスは、上記引用文献１，２の従来技術では実現が困難であ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－２４４０２号公報
【特許文献２】特開２００８－２３７７１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、様々な場所に個別に設置可能、且つ複数ユーザで共有可能なサプリメント供
給装置を提供することにより、ユーザ利用性の高い新たなサプリメント供給サービスを実
現することを目的とする。また、様々なサプリメントを搭載したサプリメント供給装置に
対し、利用者の行動や属性に応じて栄養学的に裏付けられた適切な配合ロジックを柔軟に
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、サプリメント供給装置に通信可能に結合されるコンピュータで実行さ
れるサプリメント配合支援方法であって、サプリメント供給装置からサプリメント供給可
能情報を受けるステップと、スケジュール情報の入力を受け、該スケジュール情報に基づ
いて複数の行動情報を決定するステップと、行動情報に基づいてサプリメント基準情報を
決定するステップと、サプリメント供給可能情報およびユーザのユーザ情報に少なくとも
基づいてサプリメント基準情報を調整することにより、サプリメント供給装置が配合すべ
きサプリメント情報を決定するステップとを含む、サプリメント配合支援方法が提供され
る。
【０００９】
　また、本発明によれば、サプリメント供給装置とユーザ装置を備えるサプリメント供給
システムであって、サプリメント供給装置が、サプリメントを収容する複数のカートリッ
ジを搭載したスロット部であって、各カートリッジに関連づけられたＩＤに基づいて、収
容されたサプリメントのサプリメント種別が特定可能である、スロット部と、２以上のカ
ートリッジ内のサプリメントを、指示された供給量で抽出および配合し、外部に供給する
サプリメント出力部とを備え、ユーザ装置が、スケジュール情報の入力を受ける第１取得
部と、スロット部に搭載された各カートリッジに関連付けらえるＩＤと収容されたサプリ
メントのサプリメント残量とを、サプリメント供給装置から受ける第２取得部と、スケジ
ュール情報に基づいて決定されるサプリメントのサプリメント基準量を、ＩＤに基づいて
特定されるサプリメント種別およびサプリメント残量と、ユーザのユーザ情報とに少なく
とも基づいて調整して、ＩＤに関連づけられるサプリメントの供給量として決定するサプ
リメント決定部と、ＩＤおよびサプリメントの供給量を、サプリメント供給指示と共にサ
プリメント供給装置に命令する命令部とを備える、サプリメント供給システムが提供され
る。
【００１０】
　更に、本発明によれば、サプリメント供給装置であって、ユーザを特定する第１特定部
と、当該サプリメント供給装置に搭載される複数のカートリッジと連携して、サプリメン
ト供給可能情報を特定する第２特定部と、入力されたスケジュール情報に基づいて複数の
行動情報を決定する第１決定部と、行動情報に基づいてサプリメント基準情報を決定する
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第２決定部と、サプリメント供給可能情報およびユーザのユーザ情報に少なくとも基づい
てサプリメント基準情報を調整してサプリメント情報とする第３決定部と、サプリメント
情報に基づいて、カートリッジからサプリメントをそれぞれ抽出して、配合を行う配合部
と、配合されたサプリメントを外部に吐き出す吐出部とを備える、サプリメント供給装置
が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ユーザ利用性の高い新たなサプリメント供給サービスを実現すること
ができる。また、多種サプリメントを搭載したサプリメント供給装置に対し、栄養学的に
裏付けられた適切なサプリメント配合を指示可能な配合ロジックを、ユーザに応じて柔軟
に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態によるサプリメント供給システムのハードウェア構成例を示すブロック
図である。
【図２】実施形態によるサプリメント供給システムの管理サーバ装置の機能構成例を示す
ブロック図である。
【図３】実施形態によるサプリメント供給システムのユーザ装置の機能構成例を示すブロ
ック図である。
【図４】実施形態によるサプリメント供給システムのサプリメント供給装置の機能構成例
を示すブロック図である。
【図５】実施形態によるサプリメント供給装置の一例の筐体を示す外観図である。
【図６】実施形態によるサプリメント供給装置が備える配合部の概要構造を示す概要図で
ある。
【図７】実施形態によるユーザ情報テーブルの構成例を示す図である。
【図８】実施形態によるユーザ履歴テーブルの構成例を示す図である。
【図９】実施形態によるサプリメント供給装置管理テーブルの構成例を示す図である。
【図１０】実施形態によるカートリッジ管理テーブルの構成例を示す図である。
【図１１】実施形態によるサプリメント管理テーブルの構成例を示す図である。
【図１２】実施形態による行動情報決定テーブルの構成例を示す図である。
【図１３】実施形態によるサプリメント基準情報テーブルの構成例を示す図である。
【図１４】実施形態による活動係数テーブルおよび供給頻度係数テーブルの構成例を示す
図である。
【図１５】実施形態による属性係数テーブルの構成例を示す図である。
【図１６】実施形態によるサプリメント耐容上限量テーブルの構成例を示す図である。
【図１７】実施形態のユーザ装置上のアプリケーションを用いた画面遷移例を示す図であ
る。
【図１８】実施形態のサプリメント供給システムにおける一例の情報処理を示すフローチ
ャートである。
【図１９】実施形態のサプリメント供給システムにおける一例の情報処理を示すフローチ
ャートである。
【図２０】実施形態のサプリメント供給システムにおける一例の情報処理を示すフローチ
ャートである。
【図２１】実施形態のサプリメント供給システムにおける一例の情報処理を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明の実施形態によるサプリメント配合支援方法、サプリメント供給システ
ム、およびサプリメント供給装置の具体例を、図面を参照しながら説明する。なお、本発
明はこれらの例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求
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の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。以下の
説明では、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略す
る。
【００１４】
　図１に示される本実施形態のサプリメント供給システム１は、ユーザがサプリメント供
給装置４００からサプリメントの供給を受けるために動作するシステムである。サプリメ
ント供給システム１は、ハードウェア構成として、管理サーバ装置１００、ユーザ装置２
００、ウェアラブル装置３００、およびサプリメント供給装置４００を備える。管理サー
バ装置１００およびユーザ装置２００は、ネットワーク２を通じて相互に接続される。ま
た、ユーザ装置２００およびウェアラブル装置３００、並びに、ユーザ装置２００および
サプリメント供給装置４００もそれぞれネットワーク３，４を通じて相互に接続される。
ネットワーク２は、インターネットや、無線基地局（非図示）によって構築される無線ネ
ットワーク（例えばＷｉＦｉ）を含んでもよい。また、ネットワーク３，４は、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（より詳細には、ＢＬＥ；Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ Ｌｏｗ Ｅｎｅｒｇｙ）等によ
る近距離無線通信ネットワークとしてもよい。但し、ネットワーク３については、例えば
ユーザ端末２００がスマートフォンである場合に、イヤホンジャックを用いて有線でウェ
アラブル装置３００と接続可能とする態様でもよい。なお、管理サーバ装置１００とサプ
リメント供給装置４００は、これに限定されないが、必ずしもネットワークを通じて直接
接続されなくてもよい。この場合、サプリメント供給装置４００でオフラインのスタンド
アロン端末として作動するものとなる（後述）。
【００１５】
　管理サーバ装置１００は、システム管理者等がサプリメント供給サービスを維持管理す
る際に利用する情報処理装置である。例えばワークステーションやパーソナルコンピュー
タのような汎用コンピュータとするのがよい。管理サーバ装置１００は、サプリメント供
給サービスに関するサービス基本情報、マスタ情報および管理情報を維持し、ユーザ装置
２００に対し、供給すべきサプリメントを決定する際の各種情報を提供する。管理サーバ
装置１００は、ハードウェア構成として、プロセッサ１０、メモリ１１、ストレージ１２
、通信インタフェース１３，および入出力インタフェース１４等を備える。これらはバス
を通じて電気的に相互に接続される。
【００１６】
　プロセッサ１０は例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）で
あり、ストレージ１２に格納されメモリ１１に展開されたプログラム等を実行することで
、必要な処理が実現される。メモリ１１は例えばＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ Ｒａｎｄｏ
ｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）などの揮発性記憶装置であり、また、ストレージ１２は
例えばＨＤＤ（Ｈａｒｄ Ｄｉｓｃ Ｄｒｉｖｅ）などの不揮発性記憶装置である。ストレ
ージ１２には、ユーザの認証プログラムやサプリメント配合支援プログラム等が格納され
る他、後述するテーブル群５００乃至５９０のようなデータベースが構築されてもよい。
入出力インタフェース１４の例はマウスやキーボード等の情報入力機器や液晶ディスプレ
イ等である。
【００１７】
　ユーザ装置２００は、サプリメント配合支援機能により、ユーザが摂取すべきサプリメ
ント情報を計算により決定して、ユーザに提示する情報処理装置である。また、サプリメ
ント供給装置４００にサプリメント供給指示を通知するように構成される。ユーザ装置２
００は、ユーザが使用する装置であれば任意の形態のものでもよい。例えば、これに限定
されないが、スマートフォンやフィーチャーフォン、ＰＤＡ、タブレット型コンピュータ
等のユーザによって持ち運び可能な移動体装置とするのがよい。代替として、後述するサ
プリメント供給装置４００の近傍に固定的に設置される装置としてもよい。ユーザ装置２
００は、ハードウェア構成として、プロセッサ２０、メモリ２１、ストレージ２２、通信
インタフェース２３、入出力インタフェース２４、タッチパネル２５、およびセンサ部２
６等を備える。これらはバスを通じて電気的に相互に接続される。プロセッサ２０、メモ
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リ２１、ストレージ２２、入出力インタフェース２４については管理サーバ装置１００に
おけるものと同様としてよい。通信インタフェース２３は、ネットワーク２を通じて管理
サーバ１００と通信することに加え、ネットワーク３，４を通じてウェアラブル装置３０
０やサプリメント供給装置４００とも通信する。タッチパネル２５は、タッチパッドのよ
うな入力部２５１と液晶ディスプレイのような表示部２５２を組み合わせた電子部品であ
る。入力部２５１はユーザの作用（主に、タッチ操作等の物理的接触操作）が入力された
画面位置の情報を検知して外部へ信号出力する機能を備える。タッチパネル２５は、静電
容量方式や抵抗膜方式等、いずれの方式を採用したものであってもよい。センサ部２６は
、内蔵型センサとして、これに限定されないが、加速度センサ、振動センサ、ジャイロセ
ンサ、地磁気センサ、近接センサ、照度センサ、圧力センサ、ＧＰＳ等を含み、一例とし
ては、ユーザの歩数や移動距離を測定する活動量計として機能する。
【００１８】
　ウェアラブル装置３００は、ユーザの身体に装着され、各種生体情報を取得して、ユー
ザが摂取するサプリメントを決定する際に、入力データとしてユーザ装置２００に提供す
る情報処理装置である。ハードウェア構成としては、ユーザ装置２００と同様のものを備
える（非図示）。更にセンサ部３６として、ユーザ装置２００のセンサ部２６と同様のみ
ならず、ＥＣＧ（ｅｌｅｃｔｒｏｃａｒｄｉｏｇｒａｍ）センサや筋電センサのような生
体情報を取得可能な生体センサや、それ以外にも気象センサ等も含むのがよい。
【００１９】
　サプリメント供給装置４００は、ユーザ装置２００からサプリメント供給指示を受け、
指示されたサプリメント種別や量に基づいてサプリメントの配合を行い、それを吐き出す
ことでユーザに供給する装置である。サプリメント供給装置４００は図５に示すような外
観を備える（後述）。ハードウェア構成として、これに限定されないが、プロセッサ４０
、メモリ４１、ストレージ４２、通信インタフェース４３、入出力インタフェース４４、
タッチパネル４５、センサ部４６、配合部４７、および吐出部４８を備える。これらはバ
スを通じて電気的に相互に接続される。プロセッサ４０、メモリ４１、ストレージ４２、
通信インタフェース４３、入出力インタフェース４４、タッチパネル４５についてはユー
ザ装置２００（または管理サーバ装置１００）におけるものと同様としてよい。センサ部
４６として、ウェアラブル装置３００と同様に、ＥＣＧセンサや筋電センサのような生体
センサおよび気象センサ等を含むのがよい。なお、本明細書において、生体センサとは、
特に注記するものを除き、センサ部２６，３６，４６で実装される各センサを総称するも
のであり、当該生体センサから取得される各種情報のことを生体情報と総称している。配
合部４７は、サプリメント供給指示に応じて駆動する駆動部（モータ）を備える。駆動部
の駆動により、図６に示すような搭載済みカートリッジを回転させて、該カートリッジに
収容されたサプリメントを指示量だけ抽出し、それらが配合される。吐出部４８は、配合
されたサプリメントを外部に吐き出して出力するように構成される。
【００２０】
　図２は、管理サーバ装置１００に実装される主要な機能ブロックの例を示す。機能ブロ
ックは、インタフェース部１２０、管理部１４０、およびサプリメント配合支援部１６０
を含む。インタフェース部１２０は、入出力部１２２および送受信部１２４を含む。管理
部１４０は、ユーザの基本情報を管理するユーザ情報管理部１４１、ユーザによる利用履
歴を管理するユーザ履歴管理部１４２、サプリメント供給装置４００の配置場所やステー
タス等を管理するサプリメント供給装置管理部１４３、カートリッジの製造番号やサプリ
メント情報を管理するカートリッジ管理部１４４、サプリメント配合支援を実施するのに
必要な各種情報を管理するサプリメント配合支援管理部１４５、および、サプリメントの
基本情報調整用の係数を管理する係数管理部１４６、サプリメントの耐容上限量を管理す
る耐容上限量管理部１４７等を含む。管理部１４０は、各管理部での処理に必要となる基
本情報の管理を行う。サプリメント配合支援部１６０（点線部）については図３を参照し
て後述する。
【００２１】
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　図３は、ユーザ装置２００に実装される主要な機能ブロックの例を示す。機能ブロック
は、インタフェース部２２０、認証部２４０、およびサプリメント配合支援部２６０を含
む。インタフェース部２２０は、入出力部２２２および送受信部２２４に加え、サプリメ
ント供給装置４００に供給指示を送るための命令部２２６、およびユーザ利用履歴を登録
する利用履歴登録部２２８を含む。認証部２４０は、管理サーバ装置１００との間でユー
ザＩＤ／パスワードによるログイン認証を実施するユーザ認証部２４２、サプリメント供
給装置４００との間でＢＬＥによるペアリングを実施するサプリメント供給装置認証部２
４４、およびウェアラブル装置３００との間でＢＬＥによるペアリングを実施するウェア
ラブル装置認証部２４６を含む。なお、各認証部２４２，２４４，２４６における認証方
式は上記に限定されず、任意のものでよいことが理解される。
【００２２】
　サプリメント配合支援部２６０は、インタフェース部２２０を通じて装置の内外から各
種データを取得する取得部２６１、および格納された各種テーブルを参照して情報処理を
行う参照部２６５を含む。取得部２６１は、ユーザのスケジュール情報を取得するスケジ
ュール情報取得部２６２、各生体センサから生体情報を取得する生体情報取得部２６３、
および、サプリメント供給装置４００に具備された各カートリッジに関するサプリメント
供給可能情報をサプリメント供給装置４００から受けるサプリメント供給可能情報取得部
２６４を含む。また、参照部２６５は、複数の行動情報を決定するユーザ行動情報決定部
２６６、サプリメント基準情報を決定するサプリメント基準情報決定部２６７、サプリメ
ント基準情報が利用可能かを判定する判定部２６８、および、配合すべきサプリメントを
決定するサプリメント決定部２６９を含む。
【００２３】
　図４は、サプリメント供給装置４００に実装される主要な機能ブロックの例を示す。機
能ブロックは、インタフェース部４２０、サプリメントを供給するための動作を行う供給
部４４０、サプリメント配合支援部４６０を含む。インタフェース部４２０は、入出力部
４２２および送受信部４２４に加え、ユーザ装置２００からの供給指示に応じて供給部４
４０に供給命令を発する命令部４２６、ネットワークを通じて管理サーバ装置１００やユ
ーザ装置２００に利用履歴を送信する利用履歴送信部４２８、および、サプリメント供給
装置４００をオフラインで利用する際に必要となるユーザ特定部４３０を含む。
【００２４】
　供給部４４０は、サプリメントを収容したカートリッジを搭載するスロット部４４１、
および、カートリッジからサプリメントを抽出および配合して、外部に供給するサプリメ
ント出力部４４５を含む。スロット部４４１は、搭載されたカートリッジに関し、カート
リッジ関連情報を読み取るカートリッジ情報読取部（リーダ部）４４３、およびカートリ
ッジ内に収容されるサプリメントの残量を特定するサプリメント残量特定部４４４を含む
。また、サプリメント出力部４４５は、命令部４２６からの命令に応じて、所定量のサプ
リメントを抽出するためにモータを駆動してカートリッジを回転させる駆動部４４７、お
よび抽出したサプリメントを実際に配合して外部に吐き出すよう作動する吐出処理部４４
８を備える。サプリメント配合支援部４６０（点線部）は、図３のサプリメント配合支援
部２６０と同様である。
【００２５】
　なお、本実施形態におけるサプリメント供給システム１において、ユーザが摂取すべき
サプリメントを決定するサプリメント配合支援ロジックを実行するコンピュータは、上述
の管理サーバ装置１００、ユーザ装置２００、およびサプリメント供給装置４００を含む
情報処理装置等から任意に選択され得る点に留意すべきである。つまり、サプリメント配
合支援部１６０，２６０，４６０を機能させるプログラム・モジュールのセットは、上記
のいずれの要素にも格納でき、それぞれのプロセッサにより実行可能である。また、当該
プログラム・モジュールのセットの全部を上記の何れかに集中配置させてもよいし、一部
を分散配置させてもよい。一例としては、ユーザ装置２００にプログラム・モジュールの
セットの主要部分を配置して、管理サーバ装置１００およびサプリメント供給装置４００
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と対話しながら、供給すべきサプリメントを決定することができる。他の例としては、サ
プリメント供給装置４００にプログラム・モジュールの全部を集中配置させてもよく、こ
の場合、サプリメント供給装置４００はスタンドアロンの装置としてオフラインで機能す
ることになる。
【００２６】
　図５および図６を参照して、サプリメント供給装置４００に対応する、実際の筐体の構
造例を示す。図５は、サプリメント供給装置４００の筐体の一例の外観を示す。この筐体
例では、外観上、上部３分の１が配合部４７、真ん中部分が表示部４５２、および下３分
の１の空間部分が吐出部４８とされる。また真ん中部分には、プロセッサ４０、メモリ４
１、ストレージ４２、通信インタフェース４３等が内蔵されると共に、表面部にセンサ部
４６（いずれも非図示）が搭載される。センサ部４６は、例えばセンサ電極として設けら
れ、ユーザと接触することで心拍数等の生体情報を取得することができる。吐出部４８に
は、正面から見て凹み部分が設けられており、ユーザはその中にコップ等の容器をセット
することで、上部に設けられた吐出口から配合済みのサプリメントの出力を受けることが
できる。
【００２７】
　図６は、図５の配合部４７の内部の概要構造である。配合部４７には、取り外し可能な
カートリッジ５０が搭載されるスロット部４４１、およびサプリメント供給指示に応じて
駆動する駆動部（モータ）４４７を備える。各カートリッジ５００のカートリッジ側面に
はＩＣチップ５１およびサプリメント排出用の排出孔が背後に設けられる（非図示）。モ
ータによってカートリッジが回転されて、回転量に応じたサプリメント量が排出孔を通じ
て排出される。ＩＣチップ５１に対し、スロット部のカートリッジ情報読取部４４３はリ
ーダとして機能して、カートリッジ５０から各種情報を読み出すことが可能である。具体
的には、各カートリッジには１つ以上のＩＤ（例えば、カートリッジＩＤや収容サプリメ
ントＩＤ）、収容サプリメント初期量、およびサプリメント排出量等が記憶部に格納され
、カートリッジ情報読取部４４３によってこれら情報を読み取り可能である。また、スロ
ット部のサプリメント残量特定部４４４はスロット個所に応じて、カートリッジ内の残量
を特定可能である。一例として、これに限定されないが、カートリッジ内の残量は、駆動
部４４７のモータ回転数に関連づけることができ、累積モータ回転数をＩＣチップの記憶
部に格納しておく。そして、カートリッジ挿入後、当該累積モータ回転数、即ちモータが
何回転したかを読み出し、サプリメント初期量に対応する最大回転可能数と比べることで
残余回転可能数を特定することにより、その時のサプリメント残量が特定される。なお、
図５および図６に示した上記筐体はあくまでも例示に過ぎず、これに限定されない。例え
ば、変形態様として、上記配合部４７を多段構成にしてもよい。
【００２８】
　次に、図７乃至図１６を参照して、ユーザが摂取すべきサプリメント情報を決定するサ
プリメント配合支援処理において参照されるテーブル群について説明する。テーブル群の
例には、図７のユーザ情報テーブル５００、図８のユーザ履歴テーブル５１０、図９のサ
プリメント供給装置管理テーブル５２０、図１０のカートリッジ管理テーブル５３０、図
１１のサプリメント管理テーブル５４０、図１２の行動情報管理テーブル５５０、図１３
のサプリメント基準情報テーブル５６０、図１４（ａ）の活動係数テーブル５７０、図１
４（ｂ）の供給頻度係数テーブル、図１５の属性係数テーブル５８０、図１６のサプリメ
ント耐容上限量テーブル５９０が含まれる。これらのテーブル群は、主に管理サーバ装置
１００のメモリ１１やストレージ１２において管理される。加えて、ユーザ装置２００や
サプリメント供給装置４００においても管理サーバ装置１００と同期しながら格納するの
がよい。つまり、テーブル群は上記のいずれの要素にも格納でき、それぞれのプロセッサ
によりローカルおよび／またはグローバルに参照可能とするのがよい。また、当該テーブ
ル群のセットを部分的に任意に分散配置させてもよい。なお、図７乃至図１６のテーブル
群はあくまで例示に過ぎず、本発明は、ここに挙げたテーブルの構成、種類、項目、デー
タ内容やデータ型等に限定されるべきではないことが当業者によって理解されて然るべき
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である。
【００２９】
　図７および図８に例示するユーザ関連の各テーブル５００，５１０では、主にユーザ（
サプリメント供給サービス利用者、即ちサプリメント摂取を希望する利用者）に関連する
情報が管理される。図７のユーザ情報テーブル５００では、ユーザ情報管理部１４１によ
ってユーザの基本情報が管理される。ユーザの基本情報は、ユーザがサービスに申し込む
際に初期登録される。例えば、ユーザＩＤ、メールアドレスおよびパスワードは、ユーザ
認証時に用いられる基本情報であり、また、性別、生年月日（年齢）、喫煙の有無、妊娠
の有無、身長および体重は、摂取すべきサプリメント量を調整する際に用いられる基本情
報である。
【００３０】
　図８のユーザ履歴テーブル５１０では、ユーザ履歴管理部１４２によって、ユーザがサ
プリメントの供給を受ける都度、レコード追加して履歴情報が格納および更新される。ユ
ーザＩＤにはサービス利用情報が関連づけられる。サービス利用情報には、例えば、利用
したサプリメント供給装置ＩＤ、利用日、利用時刻、摂取したサプリメント情報、および
供給結果等が含まれる。摂取したサプリメント情報は、サプリメント種別および抽出量の
セットが１つ以上を含む。供給結果は、成功、失敗、仕掛かり中などのステータスを含む
。また、サービス利用時にユーザが入力した過去および未来のスケジュール情報を（識別
番号として）含んでもよい。ユーザ履歴テーブル５１０に格納された情報、特に摂取した
サプリメント情報は、同一の暦日にユーザが更にサプリメント摂取を希望する際のサプリ
メント調整処理で用いられる情報である。サプリメント情報の内、サプリメント種別は別
テーブルを設けて一意に識別するコードでマスタ管理してもよい（非図示）。
【００３１】
　図９乃至図１１に例示する各テーブル５２０乃至５４０では、サプリメント供給サービ
ス事業者によるサービス提供に必要なマスタ情報や基本情報が管理される。図９のサプリ
メント供給装置管理テーブル５２０では、サプリメント供給装置管理部１４３によって、
ユーザ宅やスポーツジム等に設置されることになるサプリメント供給装置４００の設置情
報が管理される。即ち、サプリメント供給装置に割り当てられる一意のサプリメント供給
装置ＩＤに対し、例えば、サプリメント供給装置の設置場所、設置施設、並びに設置開始
日および設置終了日（継続使用中の場合はＮＵＬＬ）等が関連づけられる。
【００３２】
　図１０のカートリッジ管理テーブル５３０では、カートリッジ管理部１４４によって、
サプリメント供給装置４００に搭載可能なカートリッジの情報が管理される。カートリッ
ジに割り当てられる一意のカートリッジＩＤに対し、カートリッジ内部に収容されるサプ
リメントの収容サプリメントＩＤやカートリッジの製造年月日、消費期限年月日が関連づ
けられる。収容されるサプリメントの初期量を関連づけて管理してもよい（非図示）。な
お、カートリッジＩＤと収容サプリメントＩＤは別個のものでなくてもよい。例えば、図
示の例のように、カートリッジＩＤの下４桁（００１Ａ）をカートリッジＩＤとして割り
当てるようにしてもよい。カートリッジは、ドラッグストア、コンビニエンスストアやイ
ンターネットを通じて配布され、または特定の業者から契約先に直接配達されて、サプリ
メント供給装置４００に搭載される。この点、サプリメント供給装置４００を維持管理す
る者の好みに応じて、任意のサプリメントを収容したカートリッジが取り付け可能である
。つまり、設置されたサプリメント供給装置４００において、スロット部４４１のどのス
ロット（例えば、一番端のスロット）にどのサプリメント（カートリッジ）が取り付けら
れているかについては、サプリメント供給装置４００の維持管理者によって任意選択可能
である。この意味では、上記のような情報をサプリメント供給サービス事業者は何ら把握
する必要はない。
【００３３】
　図１１のサプリメント管理テーブル５４０では、サプリメント配合支援管理部１４５に
よって、サプリメントを一意に特定するサプリメントＩＤに関連づけられるサプリメント
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種別が管理される。例えば、「サプリメントＩＤ：００１Ａ」に対しては、「サプリメン
ト種別：ビタミンＣ」が関連づけられる。また、当該サプリメント種別のカートリッジ１
回転あたりの抽出量も併せて規定される。これは、サプリメントごとに紛体密度が異なり
、サプリメント種別毎に回転数と抽出量（ｍｇ）を関連づける必要があるからである。カ
ートリッジに具備されたＩＣチップ（図６）を通じてカートリッジＩＤが読み取られると
、サプリメント供給装置４００（またはユーザ装置２００や管理サーバ装置１００）がカ
ートリッジ管理テーブル５３０およびサプリメント管理テーブル５４０を参照することに
より、スロット部４４１に搭載されたカートリッジが特定される。
【００３４】
　図１２乃至図１６に例示する各テーブル５５０乃至５９０は、ユーザが摂取するサプリ
メントを決定するサプリメント配合支援処理において、サプリメント配合支援部２６０（
または３６０，４６０）によって参照される。図１２の行動情報決定テーブル５５０は、
スケジュール情報に基づいて行動情報に決定するのに用いられる。図示されるように、例
えば「仕事」「イベント」「ライフワーク」「運動」の各項目に対し、それぞれ「内容」
および「行動情報」が規定される。例えば、「仕事」の「内容」が“デスクワーク”であ
れば、「行動情報」として“座位：中”と“目：中”の２つに変換される。「仕事」「イ
ベント」「ライフワーク」「運動」の各項目、および対応するそれぞれの「内容」が、ス
ケジュール情報の項目に相当する。当該スケジュール情報の項目は、別途のテーブルを用
いて、一意に特定可能なコードを関連づけてマスタ管理してもよい（非図示／例えば、「
仕事」の「デスクワーク」が“０３０”、「ライフワーク」の「就寝」が“４００”等）
。各「行動情報」が、変換される行動情報に相当する。なお、行動情報は、これに限定さ
れないが、１つのスケジュール情報に対し、“座位：中”と“目：中”のように２つ以上
のものを規定するのが好ましい。
【００３５】
　図１３のサプリメント基準情報テーブル５６０は、図１２の行動情報決定テーブル５５
０で決定された行動情報に基づいてサプリメント基準情報を決定するのに用いられる。サ
プリメント基準情報テーブル５６０では、「個体情報」「サプリメント種別」、および「
弱」「中」「強」に分類される「行動強度」が規定される。「個体情報」は「個体行動体
勢」「個体行動部位」「個体行動内容」に分類され、それぞれに対し、例えば「個体行動
部位」であれば頭脳、目、口等の詳細情報が規定される。当該詳細情報は、図１２の行動
情報決定テーブル５５０の「行動情報」に対応する。
【００３６】
　即ち、先ほど行動情報決定テーブル５５０に関して挙げた例で、「行動情報」の１つと
して“目：中”とあり、この内の“目”はサプリメント基準情報テーブル５６０の「個体
行動部位」の「目」に対応し、“中”は「行動強度」の分類「中」に対応する。よって、
この場合のサプリメント基準情報は（ビタミンＢ２，＊＊＊ｍｇ）のセットということに
なる。なお、テーブル中の「＊＊＊」の標記は、具体的な数字を伏字したものである点に
留意されたい（以下のテーブルでも同様である。）。同様に、「行動情報」の他の１つと
して、“座位：中”とあり、この内の“座位”はサプリメント基準情報テーブル５６０の
「個体行動体勢」の「座位」に対応し、“中”は「行動強度」の分類「中」に対応する。
この場合のサプリメント基準情報は（ビタミンＣ，２５ｍｇ）のセットということになる
。このようにして、行動情報決定テーブル５５０で決定した行動情報は、図１３のサプリ
メント基準情報テーブル５６０において、「サプリメント種別」および「行動強度」から
特定されるサプリメント基準量を含むサプリメント基準情報に変換される。
【００３７】
　図１４の活動係数テーブル５７０および供給頻度係数テーブル５７５、並びに図１５の
属性係数テーブル５８０は、図１３のサプリメント基準情報テーブル５６０で決定された
サプリメント基準情報を加重により調整するのに用いられる。これらは係数管理部１４６
によって管理される。図１４（ａ）の活動係数テーブル５７０では、生体情報が活動係数
に変換され、スコア化される。図１４（ａ）の例では、ユーザ装置２００やウェアラブル
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装置３００に搭載した加速度センサや振動センサで決定される“歩数”が、その値に応じ
て０．８，１．０，１．２のいずれかの活動係数にスコア化される。図１４（ｂ）の供給
頻度係数テーブルでは、一日（暦日）あたりのユーザのサプリメント供給頻度が、０．８
，１．０，１．２のいずれかの供給頻度係数に変換され、スコア化される。これら分類さ
れた値は、サプリメント基準量に乗算することでサプリメント量が調整される。
【００３８】
　また、図１５の属性係数テーブル５８０では、サプリメント基準情報のサプリメント種
別毎に、ユーザのユーザ情報に応じた属性係数が特定される。図１５の属性係数テーブル
５８０では、サプリメント種別に対し、ユーザの属性に応じてサプリメント基準情報を加
重する属性係数が決定される。図１５の例では、サプリメント種別がビタミンＢ１である
場合に、ユーザの年齢および性別に応じて各属性係数の値が規定される。例えば、８歳の
男性であれば、ビタミンＢ１の属性係数が“０．９１”という具合である。属性係数の値
は、サプリメント基準量に乗算することでサプリメント量が調整される。なお、図１４（
ａ）（ｂ）および図１５の例では、サプリメント基準量に乗算して加重する値を規定して
いるが、これに限定されず、サプリメント基準量に加算（または減算）するための付加量
（または削除量）として規定してもよいことが理解されて然るべきである。
【００３９】
　図１６のサプリメント耐容上限量テーブル５９０は、サプリメント種別に対し、ユーザ
の利用履歴に基づいて一日の上限摂取量に達していないかを判定するのに用いられる。サ
プリメント耐容上限量テーブル５９０は耐容上限量管理部１４７によって管理される。サ
プリメントの中には、厚生労働省によって規定される食事栄養摂取基準に従って耐容上限
量が規定されるものもあり、これは遵守すべきである。またこのような基準が無い場合で
あっても、サービス提供事業者は独自の基準で上限量を設定可能とするのがよい。図１６
の例では、サプリメント種別がビタミンＢ６である場合に、ユーザの年齢および性別に応
じた上限量の値が規定される。例えば、８歳の男性であれば、ビタミンＢ６の上限摂取量
は“２４ｍｇ”という具合である。なお、図１５の属性係数テーブル５８０および図１６
のサプリメント耐容上限量テーブル５９０は、別個のテーブルとしてではなく、サプリメ
ント管理テーブル５４０に関連づけて（サプリメント管理テーブル５４０内で）規定して
もよい。
【００４０】
　図１７は、一実施形態により、ユーザが摂取するサプリメントを決定するサプリメント
配合支援処理を、ユーザ装置２００によって実行する場合の画面遷移例を示す。例えば、
ユーザ装置２００がスマートフォンやタブレット端末である場合は、Ｗｅｂサーバたる管
理サーバ１００からインターネットを通じて配布され、ユーザが操作するスマートフォン
・アプリケーションの画面遷移である。ユーザは画面へのタッチ操作（タップ）で画面を
遷移させることができる。利用シーンとして、ユーザは、ユーザ装置２００として自身の
スマートフォンを携行し、サプリメント供給装置４００の利用の都度、アプリケーション
に起動して、スポーツジム等に設置されたサプリメント供給装置４００と相互作用しても
よい。代替として、スポーツジム等の維持管理者がサプリメント供給装置４００と共にそ
の近傍にタブレット端末を固定的に設置し、サプリメント供給装置４００のユーザ利用の
都度、ユーザ装置２００として当該タブレット端末をユーザに操作させて、相互作用させ
てもよい。
【００４１】
　最初にユーザは、（ａ）のようにメールアドレス（またはログインＩＤ）およびパスワ
ードを用いて管理サーバ装置に対してログイン認証を行う。そして、ユーザ位置の近辺に
サプリメント供給装置が存在する場合は、（ｂ）のようにユーザ装置はサプリメント供給
装置を検出し、接続可能である旨を提示する。なお、ユーザ装置とサプリメント供給装置
は、これに限定されないが、ＢＬＥ通信可能なようペアリング・モードに設定しておくの
がよい。ユーザ装置で「開始」ボタンが押下されると、サプリメント供給装置（“ｈｅａ
ｌｔｈＳｅｒｖｅｒ”）とのペアリングが実施される。引き続き（ｃ）乃至（ｅ）のよう
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に、ユーザ（“ジョン・スミス”）は自らのスケジュール情報を入力する。ここでは、過
去のスケジュール情報「これまでのあなた」に対して“立ち仕事”が入力され、未来のス
ケジュール情報「これからのあなた」に対して“就寝”が入力される。これらのスケジュ
ール入力は、ユーザの手入力によるリスト選択としてもよいし、スケジュール管理アプリ
ケーションと連携してスケジュール情報をインポートするように構成してもよい。
【００４２】
　スケジュール情報の入力が完了すると、ユーザ装置はユーザに必要なサプリメント情報
が決定されて、（ｅ）のように画面表示を行う。ここでは、“ビタミンＡ”が“１００ｍ
ｇ”、“ビタミンＸ”が“０．２ｍｇ”、“プロテイン”が“１ｍｇ”、そして“葉酸”
が“０．４ｍｇ”とメニュー表示されている。ユーザが「メニューを決定」ボタンを押下
して当該メニューの摂取を決定すると、（ｆ）のようにサプリメント供給装置へのコップ
設置を促すガイド画面が表示される。そして“抽出開始”ボタンが押下されると、（ｇ）
乃至（ｉ）のようにサプリメント供給装置での抽出処理状態が表示される。即ち、（ｇ）
では“通信中”である旨、（ｈ）では“サプリメント抽出中”である旨、そして（ｉ）で
は“抽出が完了”した旨がユーザに提示される。このように、（ａ）でのユーザ・ログイ
ンから（ｉ）でのサプリメント抽出完了までが一連の基本画面遷移となる。
【００４３】
　図１８乃至図２１を参照して、一実施形態により、先に説明してきたブロック図、テー
ブル構成、およびユーザ装置の画面遷移として実装され、ユーザが摂取すべきサプリメン
トを決定するサプリメント配合支援処理に関連した全体処理を、フローチャートを用いて
説明する。図１８は、ユーザ装置がアプリケーションを起動してから、サプリメント供給
装置とペアリングしてサプリメント供給可能情報を受信するまでの一連の情報処理のフロ
ーチャートを示す。図１９は、ユーザ装置において、各入力を受け、配合すべきサプリメ
ント情報を決定および出力するまでの一連のサプリメント配合支援処理のフローチャート
を示す。図２０は、図１９におけるサプリメント基本情報を調整する処理を詳細化したフ
ローチャートを示す。図２１は、ユーザ装置でのサプリメント情報の決定後、サプリメン
ト供給装置にサプリメントを実際に供給して利用履歴を登録する一連の情報処理のフロー
チャートを示す。これらの詳細について以下に説明する。なお、各フローチャートは例示
にすぎず、本発明は、ここに示す処理内容や処理順序に限定されないことが当業者にとっ
て理解されるべきである。
【００４４】
　図１８において、最初にユーザ装置によってアプリケーションが起動され（Ｓ２０１）
、ユーザ認証部２４２によってユーザ情報テーブル５００を参照して、管理サーバ装置の
ユーザ情報管理部１４１との間でログイン処理を実施する（Ｓ１０１，Ｓ２０２／図１７
（ａ））。ログイン完了後、サプリメント供給装置認証部２４４によって、例えばＢＬＥ
通信を通じてサプリメント供給装置を特定し接続を要求する（Ｓ２０３／図１７（ｂ））
。そして、サプリメント供給装置との間でペアリング処理を実施する（Ｓ２０４，Ｓ４０
１）。ペアリングが成功した後、サプリメント供給装置は、サプリメントを収容する複数
のカートリッジが具備するＩＣチップと近距離通信を行う。そして、カートリッジ情報読
取部４４３によって、各カートリッジに関連づけられる、カートリッジＩＤおよび収容サ
プリメントＩＤを含むカートリッジ関連情報を読み取る（Ｓ４０２）。当該カートリッジ
関連情報からは、収容されたサプリメント種別が特定可能である。そして、サプリメント
残量特定部４４４によって、当該カートリッジ関連情報に関連づけられる、収容サプリメ
ント残量が特定される（Ｓ４０３）。送受信部４２４によって、これらの情報をサプリメ
ント供給可能情報としてユーザ装置に通知する（Ｓ４０４）。即ち、サプリメント供給可
能情報は、スロット部４４１に搭載された各カートリッジ内に収容された、供給可能サプ
リメントのサプリメント種別およびサプリメント残量を含む。ユーザ装置では、送受信部
２２４およびサプリメント供給可能情報取得部２６４によって、当該サプリメント供給装
置からのサプリメント供給可能情報を受けることで取得する（Ｓ２０５）。
【００４５】
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　図１９では、最初に、ユーザ装置のインタフェース部２２０が各種情報の入力を受ける
。具体的には、上記サプリメント供給装置からのサプリメント供給可能情報（Ｓ２０５）
に加え、スケジュール情報取得部２６２によるスケジュール情報の入力（Ｓ２１１／図１
７（ｃ）乃至（ｅ））、および生体情報取得部２６３による生体情報の入力（Ｓ２１２）
とするのがよい。なお、スケジュール情報の入力は、ユーザによる手入力でも、他のスケ
ジュール管理アプリケーションと連携したインポートでも、図１２の行動情報決定テーブ
ル５５０における情報項目に区分して入力されるものであれば何れでもよい。また、生体
情報の取得は、ユーザ装置２００、ウェアラブル装置３００、および／またはサプリメン
ト供給装置４００のいずれか１つ以上に設けた任意の１つ以上の生体センサからの入力や
、他のヘルスケア・アプリケーションと連携したインポートとするのがよい。
【００４６】
　Ｓ２１１で抽出したスケジュール情報に基づいて、ユーザ行動情報決定部２６６によっ
て行動情報決定テーブル５５０を参照して、スケジュール情報に基づいて複数の行動情報
を変換により決定する（Ｓ２１３）。先に説明した例のように、スケジュール情報として
「仕事」の「内容」が“デスクワーク”であれば、「行動情報」として“座位：中”と“
目：中”の２つに変換される。なお、スケジュール情報は、過去のスケジュール情報およ
び未来のスケジュール情報の両方を含み、対応する行動情報も、過去のスケジュール情報
に対応する行動情報、および未来のスケジュール情報に対応する行動情報を含むのがよい
。判定部２６８によって、過去のスケジュール情報および未来のスケジュール情報の両方
が入力され、行動情報に変換されたかについて判定し（Ｓ２１４）、ＹＥＳの場合のみ次
のステップに進む。
【００４７】
　次いで、過去と未来のスケジュール情報に対応する各行動情報に基づいて、サプリメン
ト基準情報決定部２６７によってサプリメント基準情報テーブル５６０を参照して、行動
情報に基づいてサプリメント基準情報を決定する（Ｓ２１５）。サプリメント基準情報テ
ーブル５６０に規定されるように、行動情報は、個体行動部位、および個体行動部位の行
動強度を少なくとも含む。この場合のサプリメント基準情報は、個体行動部位に応じたサ
プリメント種別、および個体行動部位の行動強度に応じたサプリメント基準量を含む（先
の例では、“目：中”に対し（ビタミンＢ２，＊＊＊ｍｇ）が決定される。）。また、行
動情報は、個体行動体勢、および個体行動体勢の行動強度を少なくとも含み、この場合の
サプリメント基準情報は、個体行動体勢に応じたサプリメント種別、および個体行動体勢
の行動強度に応じたサプリメント基準量を含む（先の例では、“座位：中”に対し（ビタ
ミンＣ，２５ｍｇ）が決定される。）。更に、行動情報は、個体行動内容、および個体行
動内容の行動強度を少なくとも含み、この場合のサプリメント基準情報は、個体行動内容
に応じたサプリメント種別、および個体行動内容の行動強度に応じたサプリメント基準量
を含む（例えば、図１３の「個体行動内容」に関する例では、“飲酒：中”に対し（ビタ
ミンＢ１，＊＊＊ｍｇ）が決定される。）。
【００４８】
　上記Ｓ２１１乃至Ｓ２１５の処理が、テーブル参照を通じてサプリメント基準情報を「
決定」するためのものであるのに対し、次のＳ２１６乃至Ｓ２１８の処理はサプリメント
基準情報を加重等により「調整」するためのものである。
【００４９】
　具体的には、先ず、生体情報および／またはユーザ情報に基づいて、サプリメント基準
情報を調整する（Ｓ２１６）。ここでは、サプリメント決定部２６９によってユーザ情報
関連テーブル５００，５１０等を参照してユーザ情報を取得し、該ユーザ情報に基づいて
サプリメント基準情報を調整して、サプリメント供給装置が配合すべきサプリメント情報
として決定する（詳細は後述）。そして、判定部２６８によってサプリメント基準情報が
利用可能かを判定する（Ｓ２１７）。ここでは上記Ｓ２０５で受け取ったサプリメント供
給可能情報と比較するのがよい。先に説明したように、サプリメント供給装置にどのカー
トリッジが搭載されているかは維持管理者の自由に委ねられ、任意選択である。この点、
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実際に供給可能なカートリッジ内のサプリメントが、決定済みのサプリメント基準情報に
必ずしも対応しない場合がある。例えば、サプリメント種別に対応するカートリッジが搭
載されていない場合や、搭載されていたとしても残量が不足する場合、特にカートリッジ
が空の場合である。このため、当該Ｓ２１７の判定処理が必要となる。なお、「ＮＯ」の
場合は、スケジュール情報を再入力するか、または再度サプリメント基準情報を決定し直
すのがよい。代替として、特にカートリッジが空の場合は、該当のサプリメントを供給し
ないよう設定してもよい。他方、「ＹＥＳ」の場合には、決定した配合すべきサプリメン
ト情報をユーザ装置の表示部に表示して、最後にユーザに提示する（Ｓ２１８／図１７（
ｅ））。
【００５０】
　図２０を参照して、上記Ｓ２１６において、サプリメント決定部２６９によりサプリメ
ント基準情報を調整するステップについて更に詳細に説明する。最初に、上記Ｓ２１２で
の生体情報取得部２６３による生体情報の入力がある場合は、活動係数テーブル５７０を
参照し、受け取った生体情報に基づく活動係数を決定する（Ｓ２１６１）。生体情報の受
け取りは、生体センサや活動量計から直接実施してもよく、またはユーザ端末内にインス
トールされたヘルスケア・アプリケーションからインポートすることで実施してもよい。
活動係数の一例として、取得した生体情報が歩数であり、その値が“９５００歩”であっ
た場合は、活動係数は“１．２”とスコア化される。当該スコアは、上記Ｓ２１５で決定
したサプリメント基準情報が有する全てのサプリメント種別のサプリメント基準量に共通
して乗算するのがよい。なお、本活動係数の決定ステップは必ずしも必須ではなく、任意
の処理とすることができる。
【００５１】
　併せて、ユーザ情報テーブル５００および属性係数テーブル５８０を参照して、サプリ
メント種別ごとに、予め登録されているユーザ情報に基づいて属性係数を決定する（Ｓ２
１６２）。ユーザ情報は、ユーザ情報テーブル５００で特定されるユーザの年齢および性
別を含むのがよい。一例として、サプリメント種別がビタミンＢ１である場合に、ユーザ
が８歳の男性であれば、ビタミンＢ１の属性係数が“０．９１”とスコア化される。当該
スコアは、上記Ｓ２１５で決定したサプリメント基準情報が有する全てのサプリメント種
別ごとに、個別に乗算するのがよい。更に、ユーザ履歴テーブル５１０および供給頻度係
数テーブル５７５を参照して、ユーザ履歴テーブル５１０でカウントされる一日の供給回
数を、供給頻度係数テーブル５７５を用いて履歴係数として決定する（Ｓ２１６３）。一
例として、ユーザ履歴テーブル５１０を用いてカウントした結果、一日のサプリメント供
給回数が４回（本日５回目）であった場合は、供給頻度係数テーブル５７５から履歴係数
は“０．８”とスコア化される。当該スコアは、上記活動係数と同様に、上記Ｓ２１５で
決定したサプリメント基準情報が有する全てのサプリメント種別のサプリメント基準量に
共通して乗算するのがよい。
【００５２】
　上記でスコア化した活動係数、属性係数、および履歴係数を、サプリメント基準情報に
おけるサプリメント種別のサプリメント基準量に乗算することにより、サプリメント取得
調整量が決定される。具体的には、サプリメント種別ごとに、
サプリメント取得調整量 ＝ サプリメント基準量× 活動係数 × 属性係数 × 履歴係数
の数式で計算することになる。以下にその具体例を示す。
【００５３】
　〔データ例〕
・ユーザ情報…年齢：３９歳、性別：男性
・スケジュール情報…過去のスケジュール情報：デスクワーク、未来のスケジュール情報
：筋トレ
・ユーザ履歴情報…本日５回目
・（生体情報：計測せず）
【００５４】
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　上記のスケジュール情報の例では、過去のスケジュール“デスクワーク”は（座位：中
、目：中）と変換され、そこから更に｛（ビタミンＣ：２５ｍｇ、ビタミンＢ２：０．３
ｍｇ）と決定される。同様に、未来のスケジュール“筋トレ”は（成長・発育：強、筋力
・瞬発力系：中）と変換され、そこから更に｛（葉酸：０．０９ｍｇ、ビタミンＢ６：０
．５ｍｇ）｝とサプリメント基準情報が決定される。また、上記のユーザ情報の３９歳、
男性の場合は、ビタミンＣ、ビタミンＢ２、葉酸、ビタミンＢ６に対応する属性係数は、
それぞれ１．０、１．３３、１．０、１．１７である。更に、一日の供給回数が４回のと
きの履歴係数は“０．８”であるとする。
【００５５】
　〔サプリメント取得調整量の計算例〕
サプリメント取得調整量 ＝｛ビタミンＣ：２５ｍｇ×１．０×０．８、ビタミンＢ２：
０．３ｍｇ×１．３３×０．８、葉酸：０．０９ｍｇ×１．０×０．８、ビタミンＢ６：
０．５ｍｇ×１．１７×０．８｝
と計算され、最終的に、サプリメント取得調整量として、｛ビタミンＣ：２０ｍｇ、ビタ
ミンＢ２：０．３２ｍｇ、葉酸：０．０７ｍｇ、ビタミンＢ６：０．４７ｍｇ｝が決定さ
れる。
【００５６】
　図２０に戻り、上記Ｓ２１６４でサプリメント取得調整量を決定した後、サプリメント
耐容上限量テーブル５９０を更に参照して、サプリメント種別ごとに、そのユーザの一日
の耐容許容量を決定する（Ｓ２１６５）。一例として、サプリメント種別がビタミンＢ６
である場合に、ユーザが８歳の男性であれば、ビタミンＢ６の耐容許容量が“２４ｍｇ”
と決定される。引き続き、ユーザ履歴テーブル５１０を参照し、また、上記Ｓ２１６４で
計算したサプリメント取得調整量を用いて、一日のサプリメント取得調整量の合計が当該
耐容許容量（上限）を超過していないかについて判定する（Ｓ２１６６）。サプリメント
種別ごとに、ユーザ履歴テーブル５１０からその日の摂取量を取り出して合算し、更に、
上記Ｓ２１６４で計算したサプリメント取得調整量を加えることにより、一日のサプリメ
ント取得調整量の合計を計算するのがよい。
【００５７】
　上記Ｓ２１６６の判定の結果がＮＯである場合、即ち、一日のサプリメント取得調整量
が耐容許容量を超過することになる場合は、超過分を差し引いて、一日のサプリメント取
得調整量＝耐容許容量となるように、サプリメント取得調整量を減算により調整する（Ｓ
２１６７）。そして、減算したサプリメント取得調整量を、配合すべきサプリメント情報
における実際のサプリメント供給量として最終決定する（Ｓ２１６８）。他方、上記Ｓ２
１６６の判定の結果がＹＥＳである場合は、計算したサプリメント取得調整量をそのまま
、配合すべきサプリメント情報における実際のサプリメント供給量として最終決定する（
Ｓ２１６８）。
【００５８】
　図２１を参照して、配合すべきサプリメント情報の決定後におけるサプリメント供給の
ための処理について説明する。最初にユーザ装置のインタフェース部２２０は、ユーザの
タッチ操作によるサプリメント供給指示を受ける（Ｓ２２１／図１７（ｆ））。当該サプ
リメント供給指示に応じて、ユーザ装置の命令部２２６によって、サプリメント種別およ
びそのサプリメントの供給量を、サプリメント供給指示と共にサプリメント供給装置に命
令する（Ｓ２２２）。この際、サプリメント種別は、カートリッジＩＤまたはサプリメン
トＩＤ等の識別コード（ＩＤ）を特定して、当該ＩＤをサプリメント供給装置に戻すのが
よい。また、サプリメントの供給量は、サプリメント供給装置の駆動部４４７におけるモ
ータ回転数として算出した上で、サプリメント供給装置に指示するのがよい。
【００５９】
　サプリメント供給装置４００は、ユーザ装置からサプリメント供給指示を受けると（Ｓ
４２１）、それに応答して、命令部４２６によって、指示されたスロット部のカートリッ
ジに対し、抽出・配合および供給処理の命令を発出する。これに応答して、サプリメント
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出力部４４５の駆動部４４７はモータを駆動させ、即ち、スロット部の識別コード（ＩＤ
）に関連付けられたカートリッジを指示された回転数だけ回転させて、各カートリッジか
ら、指示された量のサプリメントを抽出する（Ｓ４２２）。抽出されたサプリメントはそ
のまま配合される。そして、配合されたサプリメントは、サプリメント出力部４４５の吐
出処理部４４８によって、吐出部４８の上部に設けられた吐出口から出力され、外部の容
器に供給される（Ｓ４２３）。
【００６０】
　供給が完了すると、サプリメント供給装置の利用履歴送信部４２８によって供給完了報
告がユーザ装置に報告され、フィードバックされる（Ｓ４２４）。供給完了報告をユーザ
装置２００が受信すると（Ｓ２２３）、ユーザ装置の利用履歴登録部２２８によって、ユ
ーザ利用履歴テーブル５１０にレコードが追加され、併せて、管理サーバ装置１００にも
利用履歴登録指示を行う（Ｓ２２４）。即ち、管理サーバ装置との間で当該利用履歴の同
期を行う。これに応答して、管理サーバ装置のユーザ履歴管理部１４２は、管理サーバ装
置内のユーザ利用履歴テーブル５１０にユーザ利用履歴を登録する（Ｓ１２１）。
【００６１】
　他の実施形態（スタンドアロン型サプリメント供給装置）
　これまで説明してきた実施形態は、ユーザが摂取すべきサプリメントを決定するサプリ
メント配合支援処理を、ユーザ装置２００を中心に、管理サーバ装置１００やサプリメン
ト供給装置４００との相互対話を通じて実施するものであった。即ち、サプリメント配合
支援ロジックを有するサプリメント配合支援部２６０がユーザ装置２００に配置されるこ
とを想定したものである。先に説明したとおり、サプリメント配合支援部は、サーバ装置
１００に配置されて機能しても（１６０）、サプリメント供給装置４００に配置されて機
能して（４６０）もよい。
【００６２】
　特に、サプリメント供給装置４００内でサプリメント配合支援部４６０が機能する場合
は、ユーザ装置２００がサプリメント供給装置４００内に具備される実施形態となる。こ
の点、サプリメント供給装置４００はスタンドアロン装置として単体でオフライン利用可
能となる。具体的には、サプリメント供給装置のインタフェース部が有するユーザ特定部
４３０がユーザを特定さえできれば、あとは、ユーザ装置２００で実施されるステップＳ
２０５、Ｓ２１１乃至Ｓ２１８（Ｓ２１６１乃至Ｓ２１６８も含む。）、およびＳ２２１
乃至Ｓ２２４をサプリメント供給装置４００内で実施可能となる。（なお、ユーザの特定
は、インタフェース部のユーザ特定部４３０によって実施可能である。）
【００６３】
　但し、オフラインでサプリメント供給装置４００を使用する場合は、オンラインでなけ
れば実施不可能な管理サーバ１００への利用履歴登録ステップ（Ｓ２２４）が問題となる
。当該問題に対しては、次のように対処するのがよい。
　つまり、あるユーザがオフラインでサプリメント供給装置４００を使用し、サプリメン
トを外部容器に吐き出した後、サプリメント供給装置４００内にローカルにユーザ利用履
歴を一時的に格納しておく。そして、その後に、サプリメント供給装置４００が何れかの
ユーザ端末を通じてオンライン状態になった場合に、そのタイミングで、利用履歴送信部
４２８によって、ネットワークを介してユーザ利用履歴を管理サーバ装置１００に送信す
るのがよい。ここで、サプリメント供給装置４００がオンライン状態になるとは、任意の
ユーザ端末２００がサプリメント供給装置４００と接続されることを意味する。つまり、
任意のユーザ端末２００であればよく、先にサプリメント供給装置４００を利用して、供
給を受けたユーザのユーザ端末である必要はない点に留意されたい。
【００６４】
　以上説明したように、本発明の実施形態によるサプリメント配合支援方法、サプリメン
ト供給システム、およびサプリメント供給装置によれば、ユーザ利用性の高い新たなサプ
リメント供給サービスを実現することができる。また、多種サプリメントを搭載したサプ
リメント供給装置に対し、ユーザに応じて栄養学的に裏付けられた適切なサプリメント配
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合を指示可能な配合ロジックを提供することができる。
【００６５】
　上述した実施形態は、本発明の理解を容易にするための例示に過ぎず、本発明を限定し
て解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良す
ることができると共に、本発明にはその均等物が含まれることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００６６】
１…サプリメント供給システム、２，３，４…ネットワーク、１００…管理サーバ装置、
２００…ユーザ装置、３００…ウェアラブル装置、４００…サプリメント供給装置、４４
１…スロット部、４４７…駆動部、４７…配合部、４８…吐出部、５０…カートリッジ、
５１…ＩＣチップ
【要約】
【課題】様々な場所に個別に設置可能、且つ複数ユーザで共有可能なサプリメント供給装
置を提供すること。
【解決手段】
　本発明のサプリメント配合支援方法、サプリメント供給システムおよびサプリメント供
給装置によれば、サプリメント供給装置からサプリメント供給可能情報を受け、スケジュ
ール情報の入力を受け、そのスケジュール情報に基づいて複数の行動情報を決定し、行動
情報に基づいてサプリメント基準情報を決定し、サプリメント供給可能情報およびユーザ
のユーザ情報に少なくとも基づいてサプリメント基準情報を調整することにより、サプリ
メント供給装置が配合すべきサプリメント情報を決定するサプリメント配合支援ロジック
を有する。
【選択図】図１７

【図１】 【図２】
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